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区分 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

利用時間 2,076 2,153 2,233

利用者数 115 119 124

利用時間 2,220 2,270 2,237
利用者数 115 122 123

利用時間 622 726 829

利用者数 6 7 8

利用時間 264 371 514

利用者数 2 3 4

利用時間 565 586 608

利用者数 44 46 48

利用時間 633 643 615

利用者数 46 51 50

利用時間 244 271 298

利用者数 18 20 22

利用時間 292 341 374

利用者数 21 22 22

利用時間 991 1,053 1,115

利用者数 101 107 113
利用時間 920 950 1,030
利用者数 95 100 114

利用日数 188 193 198

利用者数 37 38 39

利用日数 173 226 217
利用者数 39 43 51
利用日数 311 311 311
利用者数 85 85 85
利用日数 367 357 404
利用者数 100 98 103

第4期　障がい者福祉計画　事業評価シート（平成27年～29年度分）

事業名 事業内容等 評価・課題等

居宅介護
(ホームヘルプサー

ビス)

日常生活を営むことが困難な身体障がい者、支援が必要な精神障が
い者、知的障がい者等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、家
事援助、その他日常生活上の介護等を行います。

利用希望者に対して、サービス等利用計画に基づきサー
ビス支給をしている。利用者は増加しており利用時間も計
画数値を上回っているが市内提供事業所も増加してお
り、提供体制はとれている。

目標（上段）と実績（下段）
各年度３月期

重度訪問介護

常時介護を要する重度の肢体不自由者、知的障がい者、精神障がい
者に対して、入浴、排せつ、家事援助、その他日常生活上の介護等を
行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。

利用希望者に対して、サービス等利用計画に基づきサー
ビス支給をしている。
計画数値より利用者は少ないが少しずつ増えている。
サービスの特性上利用者は少ないが一人あたりの支給
量は多いサービスである。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動上著しい困難を有し常時介護が
必要な障がい者に対して、社会生活上、外出することが必要な場合に
おいて、ガイドヘルパーを派遣し、外出先の手引き・案内を行い、障が
い者が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出
時における移動中の介護を行います。

市の支給基準の範囲においてサービス支給をしている。
近年、強度行動障がい者の休日などの家族支援の意味
も含め、市の基準量を超えサービス支給しているケースも
増えている。

同行援護

視覚障がいを有し行動上著しい困難がある障がい者が、社会生活
上、外出する場合において、代筆や代読、移動時における視覚的情報
の支援や援護、食事や排せつ等、外出時に必要な援助を行います。

利用対象者が限定されているサービスで利用者も少ない
が実績は計画数値より高くなっている。月40時間のサービ
ス支給を基準にしているが、月15時間から20時間程度が
平均利用時間となっている。

移動支援

障がい者に対して、社会生活上、安心して外出することが必要な場合
において、ガイドヘルパーを派遣し、外出先の手引き・案内を行い、行
動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における
移動中の介護を行い、社会参加の促進に努めます。

障がい者の社会参加のために市の支給基準の範囲にお
いて希望者にサービス支給をしている。計画数値より低い
が年々利用時間は増加している。

短期入所
(ショートステイ )

介護者の病気、出産等により、一時的に家庭での介護が困難となった
場合、障がい者やその家族等の負担を軽減するため、在宅障がい者
が短期間施設を利用することにより、障がい者の一時保護を行いま
す。

緊急的な対応ができるように、希望者には事前申請によ
りサービス支給をしている。平成29年度に、福祉センター
施設内に主に身体障がい者を対象として実施していた
NPO法人「あけび」が事業を停止したこともあり、利用日数
は減っている。

日中一時支援

主に知的障がい者に対して、一時的に介護困難な場合や、学齢児に
おける長期休暇、放課後支援等を目的として、通所施設等において短
時間見守り、保護を行います。

介護者等の緊急時に対応できるような支援体制作りは必
要である。
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区分 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

― ― ―

0 0 0

12 13 13

12 13 15

利用日数 4,340 4,617 4,801

利用者数 235 250 260

利用日数 4,461 4,683 4,648

利用者数 232 244 252

利用日数 48 48 48

利用者数 4 4 4

利用日数 51 61 24

利用者数 4 4 2

利用日数 136 306 306

利用者数 8 18 18

利用日数 40 81 109

利用者数 3 5 7

利用日数 93 93 93

利用者数 3 3 3

利用日数 62 4 0
利用者数 2 1 0

利用日数 683 946 1,016

利用者数 39 54 58

利用日数 328 388 259

利用者数 20 23 17

利用日数 660 881 969

利用者数 30 40 44

利用日数 780 842 909

利用者数 38 40 45

事業名 事業内容等

目標（上段）と実績（下段）
各年度３月期 評価・課題等

重度障害者等
包括支援

常時介護を要する重度の肢体不自由者等が、その介護の必要の程度
が著しい際に、日常生活上の介護等を総合的に行います。 利用者数

県内に事業所も少なく利用対象者がいないため実績はな
し。

療養介護
医療を要する常時介護障がい者に対して、主として昼間に、病院その
他施設において行われる機能訓練、療養、看護、日常生活の介護等
を行います。

利用者数
重度の障がい者のためのサービスであり利用対象者は限
定されるが、必要な場合は医療機関等と連携し速やかに
サービス支給をしている。

生活介護

常時介護を要する障がい者に対して、主として昼間に、障害者支援施
設その他施設に通い、入浴、排せつ、家事援助、その他日常生活上
の介護等のサービスを受けながら、各種創作活動や生産活動が行え
るよう支援します。

利用希望者に対して、サービス等利用計画に基づきサー
ビス支給をしている。
市内の事業所で概ね利用することができている。利用者
は増加しているが利用日数ともに計画数値より低い。

自立訓練
（機能訓練）

身体障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる
ように、身体機能又は生活機能の向上のために、施設等において理
学療法・作業療法・リハビリテーションなど生活等に関する相談及び助
言などの支援をします。

市内に事業所が無く利用対象者も限られるが、必要な場
合は、サービス等利用計画に基づきサービス支給をして
いる。

自立訓練
（生活訓練）

知的障がい者や精神障がい者が地域において自立した日常生活又は
社会生活を営むことができるように、生活能力の維持や向上のため
に、施設や居宅等において訓練や生活等に関する相談や助言などの
支援をします。

市内に事業所が無く利用対象者も限られるが、必要な場
合は、サービス等利用計画に基づきサービス支給をして
いる。近隣市に新たに事業を開設されたことから利用者は
増えている。

宿泊型自立訓練

知的障がい者や精神障がい者に対して一定期間、居住の場を提供
し、帰宅後に自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
に、生活能力の維持や向上のための相談や助言との支援をします。

市内に事業所が無く利用対象者も限られるが、必要な場
合は、サービス等利用計画に基づきサービス支給をして
いる。

就労移行支援

就労を希望する障がい者に対して、生産活動やその他の活動機会の
提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓
練を提供します。

利用希望者に対して、サービス等利用計画に基づきサー
ビス支給をしている。近年、近隣市にＡ型事業所が増え、
就労移行支援事業を通過せず、直接就労継続Ａ型の利
用を希望されるケースが見られることから、利用者は減少
している。

就労継続支援
Ａ（雇用型）

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対して、雇用契約
に基づく、就労の機会を提供するとともに、生産活動やその他の活動
機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必
要な訓練を提供します。

市内にも事業所があり、また、市外の提供事業所の増加
に伴い、サービス提供体制が整ったために利用実績も増
加した。就労内容も多様化してきている。
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区分 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

利用日数 1,529 1,841 1,966

利用者数 98 118 126

利用日数 1,455 1,437 1,663
利用者数 88 85 109

97 97 97

99 80 81

利用日数 1,711 1,711 1,711

利用者数 205 205 205

利用日数 1,298 1,179 1,340

利用者数 215 213 212

利用日数 2,400 2,640 2,880

利用者数 200 220 240
利用日数 1,597 1,967 2,463
利用者数 152 182 206
利用者数 67 66 65

利用者数 67 69 64

44 65 68

42 43 47

市内施設
利用者 18 19 19

市外施設
利用者 2 2 2

市内施設
利用者 17 19 17

市外施設
利用者 2 4 4

1 1 1

1 0 1

210 210 210

203 213 190

2,029 2,207 2,385

1,863 1,955 2,131

事業名 事業内容等

目標（上段）と実績（下段）
各年度３月期 評価・課題等

就労継続支援
Ｂ（非雇用型）

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対して、就労の機
会を提供するとともに、生産活動やその他の活動機会の提供を通じ
て、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を提供し
ます。

利用希望者にはサービス等利用計画に基づき速やかに
サービス支給をしている。計画数値より少ないが利用者
は年々増加している。

地域活動支援
センター

障がい者の日中活動、社会参加、交流の場を確保するため、地域活
動支援センターの充実に努めます。 　利用者数

(年度）

市内にⅠ型とⅢ型が１か所ずつある。また、希望により市
外の施設の利用も可能である。利用希望者には事業所と
の調整のもと 速やかにサービス支給している。

児童発達支援事業

心身の発達に心配や不安がある在宅の障がい児等を、施設に通園さ
せ、日常生活における基本的な動作の指導や遊びを通じての運動能
力や言葉の基礎となる力の習得、集団生活への適応訓練等を提供し
ていきます。

母子保健事業との連携において、必要な児童に対して児
童通所支援計画に基づき速やかなサービス支給をしてい
る。市外事業所の利用を含め、利用においての待機者は
いない。

放課後等
デイサービス

学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に
おいて、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供する事により、
障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所を提供しま
す。

市内に事業所が新たに開設され、利用者及び利用日数も
増えているが計画数値よりは下回っている。必要な児童
に対しては児童通所支援計画に基づき速やかなサービス
支給をしている。また、効果的な支援ができるよう学校と
の連携ができる体制作りに努めている。

施設入所支援
在宅での生活が困難な障がい者が施設において、主として夜間に、入
浴、排せつ、家事援助、その他日常生活上の介護等のサービスを提
供します。

施設入所者の高齢化により、亡くなる方や医療依存度が
あがったことによる退所が増えている。

共同生活援助（グ
ループホーム）

地域において共同生活を営むに支障のない障がい者に対して、主とし
て夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日
常生活上の援助を行い、障がい者の自立生活を助長することを図りま
す。

利用者数

平成29年度に市内に社福法人いこま福祉会が新たに開
設し利用者が増えている。近年、高齢化に伴う親の病気
や死亡などが相次いでおり、グループホームの需要は増
えている。今後、益々需要の拡大が想定される。

福祉ホーム

居住の場の確保が困難な障がい者に対し、地域生活を維持するため
に、５年から１０年の中期的な入居施設として「福祉ホーム」による住
居の提供を図ることにより、緊急時における安心感を付与するととも
に、居宅サービスとの連携を図ることにより、生活環境の充実を図りま
す。

市内に１か所有し、市外に３か所の利用がある。施設の受
け入れ態勢が整えば、支援計画により速やかなサービス
支給を行っている。

訪問入浴サービス

通所による入浴が困難な重度障がい者に対し、訪問入浴車を派遣し
在宅での入浴を行います。 　利用者数

利用対象者が限定されるサービスで利用実績は少ない。
利用希望があると提供に向けての速やかな利用調整を
行っている。

補装具費の支給
身体の失われた部位や機能を補って日常生活を容易にするため、義
肢、装具、車いす、補聴器等の補装具の交付・修理にかかる費用を助
成します。

利用件数
(年度）

利用希望者からの申請に対し、迅速な支給決定に努め
た。

日常生活用具
の給付

在宅の主に重度身体障がい者等に対し、日常生活の便宜を図るた
め、特殊寝台、特殊マット等の障がい部位に応じた用具を給付します。

利用件数
(年度）

利用希望者からの申請に対し、迅速な支給決定に努め
た。計画数値よりは少ないが利用件数は年々増加してい
る。
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区分 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

216 216 216

219 285 237

48 51 54

42 39 35

― ― ―

― ― ―

117 130 135

93 94 96

70 74 77

76 89 93

2 2 3

1 0 1

1 2 3

0 0 0

― ― ―

0 0 0

― ― ―

23 26 30

― ― ―

― 29 30

― ― ―

7 7 7

― ― ―

4 4 4

事業名 事業内容等 目標（上段）と実績（下段） 評価・課題等

手話通訳者の派遣

聴覚障がい者の日常生活やコミュニケーションを円滑にするため、ま
た、中途失聴者、難聴者等が社会生活上必要な会合等に出席する場
合等に、円滑な意思の疎通を図るため、手話通訳者の派遣制度の充
実に努めます。

派遣件数
(年度）

利用希望者からの申請に対し、迅速な派遣決定に努め
た。

要約筆記者の派遣

聴覚障がい者の日常生活やコミュニケーションを円滑にするため、ま
た、中途失聴者、難聴者等が社会生活上必要な会合等に出席する場
合等に、円滑な意思の疎通を図るため、要約筆記者の派遣制度の充
実に努めます。

派遣件数
(年度）

利用希望者からの申請に対し、迅速な派遣決定に努め
た。

手話通訳者の配置

聴覚障がい者が、市役所を訪れ、窓口で各種手続きや相談を受ける
ことに対応するため、庁舎内に専門の手話通訳者の配置に努めます。 通訳者数

福祉センターに手話通訳者を配置している。庁内には手
話ができる窓口専用の職員の配置はしていないが、手話
ができる一般職員との連携を図りながら、円滑な業務を運
営するよう努めた。

計画相談支援

障害福祉サービス等を利用する障がい者に対して、相談支援専門員
がサービス利用のための支援や調整を行い、サービス等利用計画等
を作成し、サービスの利用状況の検証や計画の見直し等を行います。

利用件数
（月平均）

２ヶ所の指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定を
し、現在市内には６ヶ所の相談支援事業所がある。計画
は１００パーセント策定しており件数は増加している。サー
ビス利用者の増加により策定数も増加するため、児童相
談支援は目標数値を上回った。

児童相談支援

児童通所サービスを利用する障がい児に対して、相談支援専門員が
サービス利用のための支援や調整を行い、サービス等利用計画等を
作成し、サービスの利用状況の検証や計画の見直し等を行います。

利用件数
（月平均）

地域移行支援

障がい者支援施設等の入所者や、精神病院に入院している精神障が
い者に対して、住居の確保やその他、地域生活に移行するための活
動に関する相談等を行います。

利用件数
（月平均）

サービスの浸透度も少なく対象者も限られるため利用者
は少ない。今後、障がい者の地域移行に向け、相談支援
の質的・量的確保が必要である。

地域定着支援

施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した
障がい者や地域生活が不安定な障がい者等に対し、常時の連絡体制
を確保し、障がい特性に起因して生じた緊急の事態等に相談支援を行
います。

利用件数
（月平均）

サービス支給実績はない。

盲導犬及び介助犬
の貸与

重度の視覚障がい者や肢体不自由者に対して、盲導犬、介助犬を貸
与することにより就労等社会参加活動を支援します。 申込件数

県内での貸与件数が限られ平成27～29年度のサービス
支給実績はない。

ファックス１１９事
業

聴覚や音声機能等障がい者が、火災や急病等の緊急事態発生時に
FAXを用いて消防本部へ通報した際、事前に登録されたデータに基づ
き適切な対応を図ります。

申込件数

聴覚障がい者の緊急連絡手段の一つとして重要な事業で
ある。対象者は限られるが、利用者は増えている。

身体障害者相談員
の設置

身体障がい者の各種相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障
がい者の地域活動の推進・関係機関の業務に対する協力等、身体障
がい者の福祉の向上を図ります。

相談員数

平成25年度より、県事業から市の任意事業に移行した
が、引き続き各種障害者団体等から推薦された代表者に
委託し、相談支援事業の充実に努めた。

知的障害者相談員
の設置

知的障がい者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に
応じ、必要な指導・助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力
等、知的障がい者の福祉の向上を図ります。

Ｗｅｂ１１９番
（Ｈ２８新規）

申込件数

相談員数

平成25年度より、県事業から市の任意事業に移行した
が、引き続き各種障害者団体等から推薦された代表者に
委託し、相談支援事業の充実に努めた。

平成28年度から開始。団体を通じて効率的に啓発したこと
もあり初年度から利用者はFAX１１９事業と同等数ある。
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区分 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

4 4 4

4 4 4

生活支援センター
の設置委託

障がい者に対して、障がい種別やその人に合ったサービスに関する情
報提供、相談サービスの充実を図るため、専門的な相談員を配置し、
本人又はその保護者からの相談に応じ、必要な指導・助言を行うとと
もに、関係各機関と連携した相談体制の充実を図ります。

　設置
箇所数

障がい特性に応じた相談が身近でできるよう、それぞれ
障がい種別ごとの生活支援センターを４か所設置し、緊急
時にも対応できる体制をとっている。生活支援センターに
よる相談件数は年々増加しており、障がい者の相談窓口
として生活支援センターが周知されてきている。

事業名 事業内容等

目標（上段）と実績（下段）

評価・課題等
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